
岩手県手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和４年12月22日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県条例第58号 

   岩手県手数料条例の一部を改正する条例 

 岩手県手数料条例（平成12年岩手県条例第16号）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

１ 別表第７（第２条関係） 別表第７（第２条関係） 

 県土整備事務関係手数料 県土整備事務関係手数料 

  事 務 名 称 金 額   事 務 名 称 金 額  

   ［略］      ［略］    

  47 都市の低炭素化

の促進に関する法

律（以下この項に

おいて「法」とい

う。）第53条第１

項の規定に基づく

低炭素建築物新築

等計画の認定の申

請に対する審査 

 ［略］ 認定申請１件につき、(１)に定める

額（法第54条第２項の規定に基づき

建築基準関係規定に適合するかどう

かの審査を受けるよう申し出る場合

にあっては、(２)に定める額を加算

した額） 

  47 都市の低炭素化

の促進に関する法

律（以下この項に

おいて「法」とい

う。）第53条第１

項の規定に基づく

低炭素建築物新築

等計画の認定の申

請に対する審査 

 ［略］ 認定申請１件につき、(１)に定める

額（法第54条第２項の規定に基づき

建築基準関係規定に適合するかどう

かの審査を受けるよう申し出る場合

にあっては、(２)に定める額を加算

した額） 

(１) 次に掲げる建築物等の区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

ア 一戸建ての住宅（人の居住の

用以外の用に供する部分を有し

ないものに限る。以下この項及

び48の項において同じ。）又は

共同住宅等（共同住宅、長屋そ

の他一戸建ての住宅以外の住宅

をいう。以下この項及び48の項

において同じ。）若しくは人の

 (１) 次に掲げる建築物等の区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

ア 一戸建ての住宅（人の居住の

用以外の用に供する部分を有し

ないものに限る。以下この項及

び48の項において同じ。）又は

人の居住の用に供する部分を有

する建築物（一戸建ての住宅及

び共同住宅等（共同住宅、長屋

その他一戸建ての住宅以外の住

  



居住の用に供する部分を有する

建築物（一戸建ての住宅及び共

同住宅等を除く。以下この項及

び48の項において「住宅・非住

宅複合建築物」という。）の住

戸 

宅をいう。以下この項及び48の

項において同じ。）を除く。以

下この項及び48の項において「

住宅・非住宅複合建築物」とい

う。）（一戸建てであるものに

限る。）の住戸 

  (ア)～(ケ) ［略］   (ア)～(ケ) ［略］ 

 イ 共同住宅等の建築物全体（認

定申請が住戸及び建築物全体に

係るものを含む。） 設計一次

エネルギー消費量（建築物に係

るエネルギーの使用の合理化の

一層の促進その他の建築物の低

炭素化の促進のために誘導すべ

き基準（平成24年経済産業省・

国土交通省・環境省告示第119

号）Ⅰの第２の２の２－１に規

定する設計一次エネルギー消費

量をいう。以下このイにおいて

同じ。）を同告示Ⅰの第２の２

の２－３(２)イに定める数値と

する場合は(１)ア(ア)から(ケ)

までに定める額に次に掲げる共

同住宅等の共用部分（建物の区

分所有等に関する法律（昭和37

年法律第69号）第２条第４項に

規定する共用部分をいう。以下

 イ 共同住宅等又は住宅・非住宅

複合建築物（一戸建てであるも

のを除く。）の住宅部分（住宅

・非住宅複合建築物の住戸及び

共用部分（建物の区分所有等に

関する法律（昭和37年法律第69

号）第２条第４項に規定する共

用部分をいう。以下この項及び

48の項において同じ。）をいう

。以下この項及び48の項におい

て同じ。） 共同住宅等又は住

宅・非住宅複合建築物（一戸建

てであるものを除く。）の住戸

の床面積の合計の区分に応じ 

(１)ア(ア)から(ケ)までに定め

る額に、次に掲げる共用部分の

床面積（(１)イ(ア)から(カ)ま

でにおいて「床面積」という。

）の合計の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額を加算した額 



この項及び48の項において同じ

。）の床面積（(１)イ(ア)から

(カ)までにおいて「床面積」と

いう。）の合計の区分に応じそ

れぞれ次に定める額を加算した

額、設計一次エネルギー消費量

を同告示Ⅰの第２の２の２－３

(２)ロに定める数値とする場合

は(１)ア(ア)から(ケ)までに定

める額 

 (ア)～(カ) ［略］  (ア)～(カ) ［略］ 

 ウ 人の居住の用に供する部分を

有しない建築物（専ら工場、畜

舎、自動車車庫、自転車駐車場

、倉庫、卸売市場その他これら

に類する用途に供する建築物と

して知事が認める建築物を除く

。） 

 ウ 人の居住の用に供する部分を

有しない建築物（工場等専用建

築物（専ら工場、畜舎、自動車

車庫、自転車駐車場、倉庫、卸

売市場その他これらに類する用

途に供する建築物として知事が

認める建築物をいう。以下この

項及び48の項において同じ。）

を除く。）又は住宅・非住宅複

合建築物の非住宅部分（住宅・

非住宅複合建築物の住宅部分を

除いた部分をいう。以下この項

及び48の項において同じ。）（

非住宅部分が専ら工場、畜舎、

自動車車庫、自転車駐車場、倉

庫、卸売市場その他これらに類



する用途に供する部分として知

事が認める部分（以下この項及

び48の項において「工場等専用

部分」という。）である場合を

除く。） 

  (ア)～(キ) ［略］  (ア)～(キ) ［略］ 

 エ 人の居住の用に供する部分を

有しない建築物のうち専ら工場

、畜舎、自動車車庫、自転車駐

車場、倉庫、卸売市場その他こ

れらに類する用途に供する建築

物として知事が認める建築物 

 エ 人の居住の用に供する部分を

有しない建築物のうち工場等専

用建築物又は住宅・非住宅複合

建築物の非住宅部分（非住宅部

分が工場等専用部分である場合

に限る。） 

  (ア)～(キ) ［略］   (ア)～(キ) ［略］ 

 オ 住宅・非住宅複合建築物の建

築物全体（認定申請が住戸及び

建築物全体に係るものを含む。

） (１)ア(ア)から(ケ)まで及

び(１)イ(ア)から(カ)までに定

める額を合算した額に、(１)ウ

(ア)から(キ)まで（住宅・非住

宅複合建築物の住戸及び共用部

分を除いた部分が専ら工場、畜

舎、自動車車庫、自転車駐車場

、倉庫、卸売市場その他これら

に類する用途に供する部分とし

て知事が認める部分（以下この

項及び48の項において「工場等

 オ 住宅・非住宅複合建築物の建

築物全体 住宅・非住宅複合建

築物の住戸及び共用部分の床面

積の合計の区分に応じ、(１)ア

(ア)から(ケ)まで及び(１)イ 

 (ア)から(カ)までに定める額を

合算した額に、(１)ウ(ア)から

(キ)まで（住宅・非住宅複合建

築物の非住宅部分が工場等専用

部分である場合にあっては、 

 (１)エ(ア)から(キ)まで）に掲

げる住宅・非住宅複合建築物の

非住宅部分の床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ(１)ウ(ア)



専用部分」という。）である場

合にあっては、(１)エ(ア)から

(キ)まで）に掲げる住宅・非住

宅複合建築物の住戸及び共用部

分を除いた部分の床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ(１)ウ

(ア)から(キ)まで（住宅・非住

宅複合建築物の住戸及び共用部

分を除いた部分が工場等専用部

分である場合にあっては、(１)

エ(ア)から(キ)まで）に定める

額を加算した額 

から(キ)まで（住宅・非住宅複

合建築物の非住宅部分が工場等

専用部分である場合にあっては

、(１)エ(ア)から(キ)まで）に

定める額を加算した額 

 (２) ［略］  (２) ［略］ 

  48 都市の低炭素化

の促進に関する法

律（以下この項に

おいて「法」とい

う。）第55条第１

項の規定に基づく

低炭素建築物新築 

 ［略］ 変更認定申請１件につき、(１)に定

める額（法第55条第２項において準

用する法第54条第２項の規定に基づ

き建築基準関係規定に適合するかど

うかの審査を受けるよう申し出る場

合にあっては、(２)に定める額を加

算した額） 

  48 都市の低炭素化

の促進に関する法

律（以下この項に

おいて「法」とい

う。）第55条第１

項の規定に基づく

低炭素建築物新築 

 ［略］ 変更認定申請１件につき、(１)に定

める額（法第55条第２項において準

用する法第54条第２項の規定に基づ

き建築基準関係規定に適合するかど

うかの審査を受けるよう申し出る場

合にあっては、(２)に定める額を加

算した額） 

 

  等計画の変更の認

定の申請に対する 

 (１) 次に掲げる建築物等の区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

  等計画の変更の認

定の申請に対する 

 (１) 次に掲げる建築物等の区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

 

   審査  ア 一戸建ての住宅又は共同住宅

等若しくは住宅・非住宅複合建

築物の住戸 建築基準法施行条

例（以下この項において「条例

」という。）第11条第２項第２

   審査  ア 一戸建ての住宅又は住宅・非

住宅複合建築物（一戸建てであ

るものに限る。）の住戸 建築

基準法施行条例（以下この項に

おいて「条例」という。）第11

 



号の規定により算定した面積の

47の項(１)ア(ア)から(ケ)まで

に定める床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ同項(１)ア(ア)

から(ケ)までに定める額 

条第２項第２号の規定により算

定した面積の47の項(１)ア(ア)

から(ケ)までに定める床面積の

合計の区分に応じ、それぞれ同

項(１)ア(ア)から(ケ)までに定

める額 

    イ 共同住宅等の建築物全体（変

更認定申請が住戸及び建築物全

体に係るものを含む。） 条例

第11条第２項第２号の規定によ

り算定した面積の47の項(１)ア

(ア)から(ケ)まで及び同項(１)

イ(ア)から(カ)までに定める床

面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ同項(１)ア(ア)から(ケ)ま

で及び同項(１)イ(ア)から(カ)

までに定める額を合算した額 

    イ 共同住宅等又は住宅・非住宅

複合建築物（一戸建てであるも

のを除く。）の住宅部分 条例

第11条第２項第２号の規定によ

り算定した面積の47の項(１)ア

(ア)から(ケ)まで及び同項(１)

イ(ア)から(カ)までに定める床

面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ同項(１)ア(ア)から(ケ)ま

で及び同項(１)イ(ア)から(カ)

までに定める額を合算した額 

 

    ウ 人の居住の用に供する部分を

有しない建築物（専ら工場、畜

舎、自動車車庫、自転車駐車場

、倉庫、卸売市場その他これら

に類する用途に供する建築物と

して知事が認める建築物を除く

。） 条例第11条第２項第２号

の規定により算定した面積の47

の項(１)ウ(ア)から(キ)までに

定める床面積の合計の区分に応

    ウ 人の居住の用に供する部分を

有しない建築物（工場等専用建

築物を除く。）又は住宅・非住

宅複合建築物の非住宅部分（非

住宅部分が工場等専用部分であ

る場合を除く。） 条例第11条

第２項第２号の規定により算定

した面積の47の項(１)ウ(ア)か

ら(キ)までに定める床面積の合

計の区分に応じ、それぞれ同項

 



じ、それぞれ同項(１)ウ(ア)か

ら(キ)までに定める額 

(１)ウ(ア)から(キ)までに定め

る額 

    エ 人の居住の用に供する部分を

有しない建築物のうち専ら工場

、畜舎、自動車車庫、自転車駐

車場、倉庫、卸売市場その他こ

れらに類する用途に供する建築

物として知事が認める建築物 

条例第11条第２項第２号の規定

により算定した面積の47の項 

(１)エ(ア)から(キ)までに定め

る床面積の合計の区分に応じ、

それぞれ同項(１)エ(ア)から 

(キ)までに定める額 

    エ 人の居住の用に供する部分を

有しない建築物のうち工場等専

用建築物又は住宅・非住宅複合

建築物の非住宅部分（非住宅部

分が工場等専用部分である場合

に限る。） 条例第11条第２項

第２号の規定により算定した面

積の47の項(１)エ(ア)から(キ)

までに定める床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ同項(１)エ

(ア)から(キ)までに定める額 

 

    オ 住宅・非住宅複合建築物の建

築物全体（変更認定申請が住戸

及び建築物全体に係るものを含

む。） 条例第11条第２項第２

号の規定により算定した面積の

47の項(１)ア(ア)から(ケ)まで

、同項(１)イ(ア)から(カ)まで

及び同項(１)ウ(ア)から(キ)ま

で（住宅・非住宅複合建築物の

住戸及び共用部分を除いた部分

が工場等専用部分である場合に

あっては、同項(１)エ(ア)から

(キ)まで）に定める床面積の合

    オ 住宅・非住宅複合建築物の建

築物全体 条例第11条第２項第

２号の規定により算定した面積

の47の項(１)ア(ア)から(ケ)ま

で、同項(１)イ(ア)から(カ)ま

で及び同項(１)ウ(ア)から(キ)

まで（住宅・非住宅複合建築物

の非住宅部分が工場等専用部分

である場合にあっては、同項 

(１)エ(ア)から(キ)まで）に定

める床面積の合計（同項(１)ウ

(ア)から(キ)までに定める床面

積の合計を算定する場合にあっ

 



計（同項(１)ウ(ア)から(キ)ま

でに定める床面積の合計を算定

する場合にあっては、住宅・非

住宅複合建築物の住戸及び共用

部分を除いた部分の床面積の合

計）の区分に応じ、それぞれ同

項(１)ア(ア)から(ケ)まで、同

項(１)イ(ア)から(カ)まで及び

同項(１)ウ(ア)から(キ)まで（

住宅・非住宅複合建築物の住戸

及び共用部分を除いた部分が工

場等専用部分である場合にあっ

ては、同項(１)エ(ア)から(キ)

まで）に定める額を合算した額 

ては、住宅・非住宅複合建築物

の非住宅部分の床面積の合計）

の区分に応じ、それぞれ同項 

(１)ア(ア)から(ケ)まで、同項

(１)イ(ア)から(カ)まで及び同

項(１)ウ(ア)から(キ)まで（住

宅・非住宅複合建築物の非住宅

部分が工場等専用部分である場

合にあっては、同項(１)エ(ア)

から(キ)まで）に定める額を合

算した額 

    (２) ［略］     (２) ［略］  

   ［略］      ［略］    

  49 建築物のエネル

ギー消費性能の向

上に関する法律（

以下この項におい

て「法」という。

）第34条第１項の

規定に基づく建築

物エネルギー消費

性能向上計画の認

定の申請に対する

審査 

 ［略］ 認定申請１件につき、(１)に定める

額（法第35条第２項の規定に基づき

建築基準関係規定に適合するかどう

かの審査を受けるよう申し出る場合

にあっては、(２)に定める額を加算

した額） 

  49 建築物のエネル

ギー消費性能の向

上に関する法律（

以下この項におい

て「法」という。

）第34条第１項の

規定に基づく建築

物エネルギー消費

性能向上計画の認

定の申請に対する

審査 

 ［略］ 認定申請１件につき、(１)に定める

額（法第35条第２項の規定に基づき

建築基準関係規定に適合するかどう

かの審査を受けるよう申し出る場合

にあっては、(２)に定める額を加算

した額） 

 

   (１) 建築物１棟ごとに、次に掲げ

る建築物等の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額を合算した額 

 ア ［略］ 

 イ 共同住宅等又は住宅・非住宅 

   (１) 建築物１棟ごとに、次に掲げ

る建築物等の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額を合算した額 

 ア ［略］ 

 イ 共同住宅等又は住宅・非住宅 

 



    複合建築物（一戸建てであるも

のを除く。）の住宅部分 

    複合建築物（一戸建てであるも

のを除く。）の住宅部分 

 

    (ア) 床面積（住宅部分の設計

一次エネルギー消費量（省令

第１条第１項第１号イに規定

する設計一次エネルギー消費

量をいう。51の項(３)におい

て同じ。）を省令第12条第２

項第２号の数値とする場合は

、共用部分（省令第４条第３

項第１号に規定する共用部分

をいう。51の項(３)において

同じ。）の床面積を除く。 

(イ)から(エ)までにおいて同

じ。）の合計が300平方メー 

トル以内のもの  77,000円 

    (ア) 床面積（住宅部分の設計

一次エネルギー消費量（省令

第１条第１項第１号イに規定

する設計一次エネルギー消費

量をいう。51の項(３)におい

て同じ。）を省令第14条第２

項第２号の数値とする場合は

、共用部分（省令第４条第３

項第１号に規定する共用部分

をいう。51の項(３)において

同じ。）の床面積を除く。 

(イ)から(エ)までにおいて同

じ。）の合計が300平方メー 

トル以内のもの  77,000円 

 

    （知事が別に定める者があら

かじめ法第35条第１項各号に

掲げる基準に適合すると認め

た場合にあっては、11,000円

） 

    （知事が別に定める者があら

かじめ法第35条第１項各号に

掲げる基準に適合すると認め

た場合にあっては、11,000円

） 

 

    (イ)～(エ) ［略］     (イ)～(エ) ［略］  

     ウ～オ ［略］      ウ～オ ［略］  

    (２) ［略］     (２) ［略］  

   ［略］      ［略］    

  51 建築物のエネル

ギー消費性能の向

 ［略］ 認定申請１件につき、次に掲げる建

築物の区分に応じ、それぞれ次に定

  51 建築物のエネル

ギー消費性能の向

 ［略］ 認定申請１件につき、次に掲げる建

築物の区分に応じ、それぞれ次に定

 



上に関する法律（

以下この項におい

て「法」という。

）第41条第１項の

規定に基づく建築

物が建築物エネル

ギー消費性能基準

に適合している旨

の認定の申請に対

する審査 

める額 

(１) 一戸建ての住宅（当該住宅の

エネルギー消費性能が省令第１条

第１項第２号イ(１)(ⅰ)及びロ 

(１)に定める基準に適合するもの

としてされた認定申請に係るもの

に限る。） 

 ア・イ ［略］ 

(１)の２ 一戸建ての住宅（当該住

宅のエネルギー消費性能が省令第

１条第１項第２号イ(２)(ⅰ)及び

ロ(２)に定める基準に適合するも

のとしてされた認定申請に係るも

のに限る。） 

 ア・イ ［略］ 

上に関する法律（

以下この項におい

て「法」という。

）第41条第１項の

規定に基づく建築

物が建築物エネル

ギー消費性能基準

に適合している旨

の認定の申請に対

する審査 

める額 

(１) 一戸建ての住宅（当該住宅の

エネルギー消費性能が省令第１条

第１項第２号イ(１)及びロ(１)に

定める基準に適合するものとして

された認定申請に係るものに限る

。） 

 ア・イ ［略］ 

(１)の２ 一戸建ての住宅（当該住

宅のエネルギー消費性能が省令第

１条第１項第２号イ(２)及びロ 

(２)に定める基準に適合するもの

としてされた認定申請に係るもの

に限る。） 

 ア・イ ［略］ 

    (２)・(３) ［略］     (２)・(３) ［略］  

    (３)の２ 共同住宅等（当該共同住

宅等のエネルギー消費性能が省令

第１条第１項第２号イ(２)(ⅱ)及

びロ(２)に定める基準に適合する

ものとしてされた認定申請に係る

ものに限る。） 

    (３)の２ 共同住宅等（当該共同住

宅等のエネルギー消費性能が省令

第１条第１項第２号イ(２)及びロ

(２)に定める基準に適合するもの

としてされた認定申請に係るもの

に限る。） 

 

    ア～エ ［略］      ア～エ ［略］  

    (４)～(６) ［略］     (４)～(６) ［略］  

    (７) 住宅・非住宅複合建築物（一

戸建てであるものに限る。） 次

に掲げる部分の区分に応じ、ア及

    (７) 住宅・非住宅複合建築物（一

戸建てであるものに限る。） 次

に掲げる部分の区分に応じ、ア及

 



びイに定める額を合算した額 びイに定める額を合算した額 

    ア 住宅部分 (１)ア又はイに定

める床面積の合計の区分に応じ

、それぞれ(１)ア又はイに定め

る額（当該住宅部分のエネルギ

ー消費性能が省令第１条第１項

第２号イ(２)(ⅰ)及びロ(２)に

定める基準に適合するものとし

てされた認定申請に係るものに

あっては(１)の２ア又はイに定

める床面積の合計の区分に応じ

それぞれ(１)の２ア又はイに定

める額、省令第１条第１項第２

号イ(３)及びロ(３)に定める基

準に適合するものとしてされた

認定申請に係るものにあっては

(２)ア又はイに定める床面積の

合計の区分に応じそれぞれ(２)

ア又はイに定める額） 

    ア 住宅部分 (１)ア又はイに定

める床面積の合計の区分に応じ

、それぞれ(１)ア又はイに定め

る額（当該住宅部分のエネルギ

ー消費性能が省令第１条第１項

第２号イ(２)及びロ(２)に定め

る基準に適合するものとしてさ

れた認定申請に係るものにあっ

ては(１)の２ア又はイに定める

床面積の合計の区分に応じそれ

ぞれ(１)の２ア又はイに定める

額、省令第１条第１項第２号イ

(３)及びロ(３)に定める基準に

適合するものとしてされた認定

申請に係るものにあっては(２)

ア又はイに定める床面積の合計

の区分に応じそれぞれ(２)ア又

はイに定める額） 

 

    イ ［略］     イ ［略］  

    (８) 住宅・非住宅複合建築物（一

戸建てであるものを除く。） 次

に掲げる部分の区分に応じ、ア及

びイに定める額を合算した額 

ア 住宅部分 (３)アからエまで

に定める床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ(３)アからエま

    (８) 住宅・非住宅複合建築物（一

戸建てであるものを除く。） 次

に掲げる部分の区分に応じ、ア及

びイに定める額を合算した額 

ア 住宅部分 (３)アからエまで

に定める床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ(３)アからエま

 



でに定める額（当該住宅部分の

エネルギー消費性能が省令第１

条第１項第２号イ(２)(ⅱ)及び

ロ(２)に定める基準に適合する

ものとしてされた認定申請に係

るものにあっては(３)の２アか

らエまでに定める床面積の合計

の区分に応じそれぞれ(３)の２

アからエまでに定める額、省令

第１条第１項第２号イ(３)及び

ロ(３)に定める基準に適合する

ものとしてされた認定申請に係

るものにあっては(４)アからエ

までに定める床面積の合計の区

分に応じそれぞれ(４)アからエ

までに定める額） 

でに定める額（当該住宅部分の

エネルギー消費性能が省令第１

条第１項第２号イ(２)及びロ 

(２)に定める基準に適合するも

のとしてされた認定申請に係る

ものにあっては(３)の２アから

エまでに定める床面積の合計の

区分に応じそれぞれ(３)の２ア

からエまでに定める額、省令第

１条第１項第２号イ(３)及びロ

(３)に定める基準に適合するも

のとしてされた認定申請に係る

ものにあっては(４)アからエま

でに定める床面積の合計の区分

に応じそれぞれ(４)アからエま

でに定める額） 

     イ ［略］      イ ［略］  

   ［略］      ［略］    

   

２ 別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

 ふるさと振興事務関係手数料 ふるさと振興事務関係手数料 

  事 務 名 称 金 額   事 務 名 称 金 額  

  ［略］    ［略］   

 ２ 旅券法（昭和26 

年法律第267号）第

５条の規定に基づ

く一般旅券の発給 

 ［略］ 2,000円 ２ 旅券法（昭和26 

年法律第267号）第

５条の規定に基づ

く一般旅券の発給 

 ［略］ 2,000円 

（旅券法第20条第２項の規定の適用

を受ける場合にあっては、4,000円

） 



  ３ ［略］  ［略］    ３ ［略］  ［略］   

  ４ 旅券法第12条第

１項の規定に基づ

く一般旅券の査証

欄の増補 

一般旅券

査証欄増

補手数料 

500円       

   

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、表２の項の改正部分及び附則第３項の規定は、令和５年３月27日から施行する。 

２ この条例（表１の項の改正部分に限る。）による改正後の岩手県手数料条例別表第７の48の項の規定は、令和４年10月１日以後にされる都市の低炭素化の

促進に関する法律（平成24年法律第84号）第55条第１項の規定による変更の認定の申請（同日以後に同法第53条第１項の規定に基づく認定の申請がされたも

のに係るものに限る。）に係る手数料について適用し、同日前に同項の規定に基づく認定の申請がされたものに係る同法第55条第１項の規定による変更の認

定の申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

３ この条例（表２の項の改正部分に限る。）による改正後の岩手県手数料条例別表第２の規定は、附則第１項ただし書に規定する改正部分及び規定の施行の

日以後にされる一般旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた一般旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。 
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